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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２３年６月１１日（土） ０９時００分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴市博奕
ばくち

岬北方沖 

博奕岬灯台から真方位００５°６,１００ｍ付近 

（概位 北緯３５°３６.１′ 東経１３５°２０.９′) 

事故調査の経過 平成２３年６月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 岩室
いわむろ

丸、５トン未満 

 ２５１－１２７５京都、個人所有 

 ９.６８ｍ（Lr）×２.２１ｍ×０.７５ｍ、木 

 ディーゼル機関、１５４.４６kＷ、昭和４７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年１月１４日 

  免許証交付日 平成１８年１２月１８日 

         （平成２４年５月２１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 全損（沈没） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、友人４人を乗せ、平成２３年６月１１

日０８時００分ごろ舞鶴市舞鶴港を出港し、博奕岬北方沖の釣り場に向け

て航行中、０８時４５分ごろ船首部が沈み始めた。 

船長は、２番魚倉内を点検するよう同乗者に依頼してハッチを開けさせ

たところ、２番魚倉内は既に海水が一杯となり、ハッチからあふれそうに

なっていたので、０９時００分ごろ海上保安庁に通報するとともに全員が

救命胴衣を着用して沈没に備えた。 

本船は間もなく沈没し、船長及び同乗者は、クーラーボックスにつかま

るなどして漂流中、来援した巡視艇及び自衛艦により、０９時４２分から

１０時０４分の間に全員が救助されたが、病院で船長の死亡が確認され

た。 

船長の死因は、溺水による窒息と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風速 約５m/s、気温 約１８.６℃ 

海象：波高 約０.５～１ｍ、海水温度 約１９℃ 

 その他の事項  本船は、操舵室の前方に２個の魚倉があり、１番魚倉は錨、ロープなど

の、２番魚倉はその他の道具類の物入れとして使用されていた。 
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 本船は、船質が木であり、外板にＦＲＰをコーティングする改装工事を

行っていたが、改装の仕様、時期、造船所等は不明であった。 

本船は、船長が１０年ほど前に購入後、中間検査及び定期検査をそれぞ

れ２回受けており、最近の平成２２年６月１６日の定期検査では、指摘事

項はなかった。 

本船は、船長が購入後、釣りのため、主として春や夏に月１～２回運航

されていた。 

本船は、本事故発生当時、時折、波が船首をたたくことがあったもの

の、浮遊物に衝突したような衝撃はなかった。 

漂流中の同乗者は、時折、波をかぶって海水を飲むことがあった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 本船は、博奕岬北方沖を航行中、魚倉に浸水し

たことから、沈没したものと考えられるが、浸水

に至る状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長の死因は、溺水であった。 

原因  本事故は、本船が、博奕岬北方沖を航行中、魚倉に浸水したため、沈没

したことにより発生したものと考えられる。 

 




